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１ 趣旨 

  新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律等の一部を改正する法律(令和 4 年法律第 96 号)第 5 条の規定による改正前の予防

接種法（昭和 23年法律第 68号）附則第 7条の規定に基づき、高梁市が実施主体として予防接種

を行うことに関し、その基本的な内容、手順及び体制等を明確にするため、高梁市新型コロナウ

イルス感染症に係る予防接種実施計画（以下「本計画」という。）を定める。 

  なお、本計画は現時点の内容であり、今後の国・県の方針やワクチンの薬事承認・供給の状況

等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うものとする。 

 

２ 基本的な考え方 

(1) 本計画に定める予防接種は、厚生労働省が示す「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の

実施に関する手引き」をはじめ、関係法令、通知、事務連絡その他国県から示される情報等に

基づき実施する。 

(2) 予防接種を円滑に実施するため、高梁医師会及び市内の医療機関等と十分な連絡調整を行い、

各医療機関の診療への影響に配慮しながら、実施体制を構築する。 

(3) 接種の日程、実施場所その他接種に関する情報の周知広報に努め、接種対象者からの問合せや

相談に対し、丁寧な対応を図る。 

(4) 予防接種の実施に際しては、感染防止対策の徹底を図り、必要な対策を講じる。 

 

３ 実施期間 

   令和３年２月１７日から令和６年３月３１日まで 

    

４ ワクチンの種類及び接種期間等 

(1) 初回接種 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 齢 接種開始日 ワクチン名 

生後 6カ月以上 4歳以下（2回

目以降の接種時に 5歳以上となっ

た場合も含む） 

令和 5年 9月 20日 ・乳幼児用ファイザー社製 XBB

対応 1価ワクチン 

5歳以上 11歳以下（2回目以降

の接種時に 12歳以上となった場

合も含む） 

令和 5年 9月 20日 ・小児用ファイザー社製 XBB対

応 1価ワクチン 

12歳以上 令和 5年 9月 20日 ・ファイザー社製 XBB対応 1価

ワクチン 



(2)  令和 5年秋開始接種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 費用負担  

   接種に係る費用は全て公費負担（被接種者の個人負担なし）。 

 

６ 接種対象者 

原則として、接種日に高梁市の住民基本台帳に記載されている者 

(1) 初回接種については、生後 6カ月以上の者 

(2) 第一期追加接種については、前回接種完了から 3カ月以上経過した 5歳以上の者 

(3) 第二期追加接種については、前回接種完了から 3 カ月以上経過した 18 歳以上の者（ただ     

し、18 歳以上 59 歳以下の者にあっては、基礎疾患等を有する者、又はその他新型コロナウイ

ルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める者、並びに医療従事者等及び

高齢者施設等の従事者に限る。） 

(4) 令和 4年秋開始接種については、初回接種・第一期追加接種又は第二期追加接種のうち、最

後に受けたものの完了から 3 カ月以上経過した 5歳以上の者（接種回数は 1 回）とし、令和 5

年 5月 8日からは、令和 5年春開始接種を受けた者を除く。 

(5) 令和 5年春開始接種については、初回接種・第一期追加接種又は第二期追加接種・令和 4年

秋開始接種のうち、最後に受けたものの完了から 3 カ月以上経過した 5 歳以上の者（ただし、

65 歳以上の高齢者、5 歳以上 64 歳以下の者にあっては、基礎疾患等を有する者、又はその他

新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める者、並びに医

療従事者等及び高齢者施設等の従事者に限る。） 

(6) 令和 5年秋開始接種については、初回接種・第一期追加接種・第二期追加接種・令和 4年秋

開始接種又は令和 5年春開始接種のうち、最後に受けたものの完了から 3カ月以上経過した生

後 6ヵ月以上の者（接種回数は 1回） 

年 齢 接種開始日 ワクチン名 

生後 6カ月以上 4歳以下（2回

目以降の接種時に 5歳以上となっ

た場合も含む） 

令和 5年 9月 20日 ・乳幼児用ファイザー社製 XBB

対応 1価ワクチン 

5歳以上 11歳以下（2回目以降

の接種時に 12歳以上となった場

合も含む） 

令和 5年 9月 20日 ・小児用ファイザー社製 XBB対

応 1価ワクチン 

12歳以上 令和 5年 9月 20日 ・ファイザー社製 XBB対応 1価

ワクチン 

令和 5年 9月 25日 ・モデルナ社製 XBB対応 1価ワ

クチン 

令和 5年 12月 4日 ・第一三共社製 XBB対応 1価ワ

クチン 



 (7)入院・入所者や単身赴任者等で、高梁市の住民基本台帳に記載のない者でやむを得ない事情

があると市長が認める場合は対象とすることができる。 

    

７ 接種順位 

 (1) 初回接種は国から示された下記の接種順位により、順次接種を行う。 

属性 算定方法 概数(人) 

医療従事者等(岡山県実施) 総人口の 3％ 875 

高齢者 65歳以上人口 11,985 

基礎疾患を有する者 総人口の 6.3％ 1,838 

高齢者施設等の従事者 総人口の 1.5％ 438 

上記以外  14,042 

合 計  29,178 

（令和 3年 3月 1日現在の住民基本台帳人口より算定。算定方法は国手引きの例による。） 

   ・高齢者の接種について、令和 3年 4月末までに供給されるワクチンが限られるため、高

齢者施設の入所者等への接種を優先し、個別接種又は集団接種の優先接種期間を令和 3

年 5月 17日から令和 3年 8月 8日までとする。 

・その他、市が指定する接種（職種を限定した接種、学校・企業による接種）については、

上記の接種順位とは異なる順位で実施する。 

(2) 第一期追加接種は(1)の順位にかかわらず、前回接種完了から 5カ月経過する者から順次接

種を行う。 

(3) 第二期追加接種は(1)の順位にかかわらず、接種対象者を限定し前回接種完了から 5カ月経

過する者から順次接種を行う。 

(4) 令和 5年秋開始接種は(1)の順位にかかわらず、前回接種完了から 5カ月経過する者から順

次接種を行う。 

(5) 令和 5年春開始接種は(1)の順位にかかわらず、前回接種完了から 3カ月経過する者から順

次接種を行う。 

(6) 令和 5年秋開始接種は(1)の順位にかかわらず、前回接種完了から 3カ月経過する者から順

次接種を行う。 

※第一期追加接種、第二期追加接種及び令和 4年秋開始接種の前回接種からの間隔は、令和 4

年 10月 21日から「5カ月以上」を「3カ月以上」とする。 

 

８ 実施体制   

  個別接種と集団接種の併用とする。(集団接種は、令和 4年秋開始接種まで) 

・市内の医療機関で実施する個別接種を中心とし、市が会場を設けて実施する集団接種を補

完的な位置づけとする。 

・集団接種は原則土曜日又は日曜日にいずれかの会場で実施 



・問い合わせや集団接種の予約受付に対応するため、市役所内にコールセンターを設置 

   ・市内での接種が原則であるが、岡山県では、市町村域を超えて個別接種が可能となる全県

共同体制を構築しているため、県内の医療機関であれば事前の手続不要 

(1) 初回接種 

   ア）12歳以上      個別接種 1医療機関 

   イ）小児（5～11歳） 個別接種 1医療機関 

(2) 追加接種 

   ア）12歳以上        個別接種 13医療機関 

   イ）小児（5～11歳） 個別接種 2医療機関 

ウ）乳幼児（生後 6カ月～4歳以下）  個別接種 2医療機関 

 

９ 安全性の確保 

   ワクチンの管理等に関する情報や予防接種に伴う副反応の情報についての周知を図るほ

か、健康面の相談に対しては、必要に応じて保健師が対応し、専門的な内容の場合は、岡山

県の相談窓口等の紹介も行う。 

   また、接種により健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済給付の申請

を受け付け、調査等の対応を行う。 

 


